
市議会６月定例会 行政報告（６月１日） 

 

市議会６月定例会にあたり行政報告いたします。 

 

図書館所蔵の学校記念誌切取り被害について 

 

図書館所蔵の学校記念誌切取り被害について御報告いたします。 

まずもって、冒頭に、大切な市民の共有財産でありかつ、後世に継承していかな

ければならない地域の貴重な資料が傷つけられ、守ることができなかったことにつ

きまして、市民の皆様に深くおわび申し上げます。また市長として大変残念に思う

ところであります。 

それでは、被害の状況について申し上げます。本年４月２８日、岐阜県立図書館

での学校記念誌切取り被害の発覚から全国各地で同様の事案の報道を受け、日本図

書館協会から全国の公立図書館に被害調査が依頼されました。 

当市でも中央図書館及び各分館で調査したところ、中央図書館所蔵の五冊につい

て、合計５５ページについて被害を受けていることが判明しました。 

昨年７月３日の中央図書館開館後はこれら閉校記念誌、周年記念誌といった資料

は一般の方が出入りできない閉架書庫に収め、利用者の求めに応じ、職員が書庫か

ら出し、利用いただいておりましたが、切取り被害のうち一冊については、本年１

月３０日に利用者からの御指摘により発覚したものです。この時点で市民からお預

かりしている大切な財産が傷つけられているという危機意識を働かせ迅速な対応

を取るべきでありました。旧図書館における管理状態は判然とせず、被害にあった

時期も特定できませんが、被害状況から故意によるものと考えられます。 

市民の皆様からお預かりしている大切な財産を適切に管理できなかったことを

改めて反省し、今一度緊張感を持って業務にあたるよう職員の注意を喚起してまい

ります。 

具体的な防止策といたしましては、今後もこれらの資料については書庫に収め、

利用される皆様には、職員の目の届く場所での閲覧をお願いすると共に、図書の受

け渡しの際の状態確認、館内巡回を強化してまいります。 

今後も多くの市民の方々に図書館をご利用いただくと共に、貴重な財産を守り、

後世の人々に伝えられるよう全力で取組んでまいる所存であります。 

なお、市民の皆様におかれましては、共有財産として資料を大切に扱っていただく

ことをお願い申し上げます。 



 

以上で、行政報告を終わります。  

 


